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保証の対象と期間詳細（対象外部品・その他指定部品など）

保証の対象

下記を除く全部品
	⿟タイヤ
	⿟１２Ｖバッテリー
	⿟�弊社出荷後、弊社以外の者が装着した 
部品／架装物
	⿟消耗部品

　ブレーキパッド、ブレーキシュー
　�ブレーキディスクローター 
（高摩擦ブレーキ採用車のみ）

　各種ヒューズ（高電圧ヒューズを除く）
　�各種電球（ハロゲン、ディスチャージ、 

ＬＥＤランプを除く）
　各種電池（電子キー、リモコン等）

ワイパーゴム
エアフィルター
特殊表面処理（マット塗装保護剤等）
その他これに類するもの

	⿟油脂類
トランスアクスルフルード
ブレーキフルード
ショックアブソーバーフルード
ウインドウォッシャー液
各種グリース
冷却水
バッテリー液
クーラーガス
その他これに類するもの

駆動用電池の保証

	⿟�材料上または製造上の不具合
	⿟�駆動用電池の容量低下 

（保証期間内に駆動用電池の 
容量が初期容量の７０％を 
下回った場合）

新車登録日から１０年間
ただし、その期間内でも走行距離が200,000kmまで 

（メーカー保証として８年／160,000km、 
更にBEVバッテリーサポートプラスとして
２年／40,000km延長し、 
10年／200,000kmを保証します）

※�駆動用電池容量は、弊社指定の測定方法に基づき判定いたします。また、駆動用電池の容量低下による保証修理
は、駆動用電池自体を修理もしくは工場で再生された部品と交換します。そのため、新品相当の状態まで駆動用電
池の容量は復元しません。




